
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

八

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
三
八
号

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
篠
原
�
君
提
出
人
事
院
資
料
及
び
勧
告
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
篠
原
�
君
提
出
人
事
院
資
料
及
び
勧
告
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

人
事
院
と
し
て
は
、
各
給
与
所
得
者
に
支
給
さ
れ
る
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
職
種
の
ほ
か
、
役
職
段
階
、
勤
務

地
域
、
学
歴
、
年
齢
等
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
水
準
が
異
な
っ
て
お
り
、
官
民
の
給
与
比
較
の
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

給
与
の
単
純
な
平
均
で
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
職
種
、
役
職
段
階
等
の
主
な
給
与
決

定
要
素
を
同
じ
く
す
る
者
を
対
比
さ
せ
て
精
密
に
比
較
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
税
庁
の
民
間
給
与
実
態
統
計
調

査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
に
、
常
勤
の
国
家
公
務
員
と
は
勤
務
形
態
が
異
な
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
や
、

国
家
公
務
員
に
類
似
す
る
職
種
と
は
評
価
し
が
た
い
生
産
労
働
者
、
販
売
員
等
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
家
公

務
員
の
給
与
水
準
と
の
精
密
な
比
較
に
用
い
る
に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
平
成
二
十
八
年
一
月
五
日
の「
勉
強
会
」に
お
い
て
は
、
人
事
院
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、

参
考
と
し
て
、
例
え
ば
勤
続
年
数
の
要
素
に
着
目
し
、
国
税
庁
の
平
成
二
十
六
年
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
に
お
い
て
、
そ

の
勤
続
年
数
が
国
家
公
務
員
の
経
験
年
数
の
平
均
に
比
較
的
近
い
と
考
え
ら
れ
る
勤
続
二
十
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
の
男
性

の
年
間
の
平
均
給
与
（
六
百
七
十
・
八
万
円
）
を
み
る
と
、
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
た
全
て
の
給
与
所
得
者
の
年
間
の
平
均

一



給
与
（
四
百
十
五
・
〇
万
円
）
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
結
果
的
に
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
行
政

職
俸
給
表
㈠
適
用
職
員
の
年
間
の
平
均
給
与
（
六
百
六
十
一
・
八
万
円
）
に
近
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
お
、
国
税
庁
の
民
間
給
与
実
態
統
計
調
査
に
よ
る
民
間
の
年
間
の
平
均
給
与
と
お
示
し
し
た
国
家
公
務
員
の
年

間
の
平
均
給
与
と
で
は
、
そ
の
対
象
に
含
ま
れ
る
手
当
等
が
異
な
っ
て
い
る
。

人
事
院
と
し
て
は
、
人
事
院
の
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
に
お
い
て
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
民
間
事
業
所
の
従
業
員
に

支
給
さ
れ
た
四
月
分
の
月
例
給
の
総
額
並
び
に
そ
の
内
数
で
あ
る
時
間
外
手
当
等
（
超
過
勤
務
手
当
等
の
勤
務
実
績
に
応
じ

て
支
給
さ
れ
る
手
当
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
及
び
通
勤
手
当
の
額
は
把
握
し
て
い
る
も
の
の
、
二
で
お
尋
ね
の
「
非

課
税
分
以
外
の
全
て
の
手
当
を
対
象
と
す
る
給
与
調
査
デ
ー
タ
」
は
保
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
人
事
院
と
し
て
は
、
人
事

院
勧
告
を
行
う
際
の
月
例
給
に
係
る
官
民
の
給
与
比
較
に
当
た
っ
て
は
、
時
間
外
手
当
等
や
実
費
弁
償
性
を
有
す
る
通
勤
手

当
等
を
比
較
に
含
め
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
給
与
と
民
間
給
与
の
双
方
か
ら
、
こ
う

し
た
比
較
に
含
め
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
手
当
を
除
い
た
上
で
、
比
較
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
人
事
院
勧
告
の
前
提
と
な
る
官
民
の
給
与
比
較
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
機
関
と
し
て
の
人
事
院

に
お
い
て
専
門
的
見
地
か
ら
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
人
事
院
に
お
い
て
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

二



う
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三


